
                             

 
各 位 

 
宮城県歯科医師協同組合 

 

休診補償制度【所得補償保険】のご案内 
 

日頃より当組合の事業にご協力を賜りまして厚く御礼を申し上げます。 
 さて、当組合が推奨しております休診補償制度【所得補償保険】についてご案内いたし

ます。この制度は、病気やケガで就業不能となり休診された場合の収入減を補償する基本

補償に加え、70 歳まで対象期間を延長するなどの補償をオプションで補うことができる保

険になっております。また、契約者が日本歯科医師会となっており、団体割引 30%が適用

されております。是非この機会にご検討くださいますようお願い申し上げます。 

 

この保険の特徴 
 

◇ お申し込みには、加入依頼書と健康状態に関する告知書（３つの質問に回答す

る内容に変更となり簡素化されました）が必要となります。 
 

◇ 基本補償に必要に応じ各オプションをセットしてご加入いただけます。 
 

 ① 休診補償制度（基本補償）･･･ 1 年間の休診補償が必要であれば 

 ② 長期休診補償制度（オプション）･･･ 長期の休診補償が必要であれば 

 ③ 代診費用補償制度（オプション）･･･ 代診医師の手配に備えて 

 ④ 従業員休業補償制度（オプション）･･･ 勤務医や衛生士など従業員の給与補償に備えて 

 ⑤ 専業主婦制度（オプション）･･･ 専業主婦の休業補償に備えて 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

パンフレットをご希望の先生は裏面送付依頼書にてお申し込みください 
 

このチラシは概要を説明したものです。詳しい内容につきましては、パンフレットをご覧ください。 

詳細は、取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせください。 

告知書 

簡素化 



宮城県歯科医師協同組合 宛 
 

休診補償制度【所得補償保険】パンフレット送付依頼書 

ＦＡＸ：０２２－２２２－６０３０ 

ご氏名                     
                        

 

ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ 

送付先 

 

○で囲んでください 

 

診 療 所 

 

そ の 他  （その他の場合のみ送付先をご記入ください） 

〒 
 

○保険契約者（団体）は、本契約に関する個人情報を、損保ジャパンに提供します。 

○損保ジャパンは、本契約に関する個人情報を、本契約の履行、損害保険等損保ジャパンの取り扱う商品・各種サービスの案内・提供、等を行うために 

取得・利用し、その他業務上必要とする範囲で、業務委託先、再保険会社、等（外国にある事業者を含みます。）に提供等を行う場合があります。 

また、契約の安定的な運用を図るために、加入者および被保険者の保険金請求情報等を契約者に対して提供することがあります。なお、保健医療等の

センシティブ情報（要配慮個人情報を含みます。）の利用目的は、法令等に従い、業務の適切な運営の確保その他必要と認められる範囲に限定します。

個人情報の取扱いに関する詳細（国外在住者の個人情報を含みます。）については損保ジャパン公式ウェブサイト（https://www.sompo-japan.co.jp/）

をご覧くださるか、取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせ願います。加入者および被保険者は、これらの個人情報の取扱いに同意のうえご

加入ください。 
 

休業補償制度【所得補償保険】の特徴 
 

 

 

 

※団体割引は、本団体契約の前年のご加入人数により決定しています。次年度以降、割引率が変更となることがありますので、あらかじめご了承ください。 

＜お問い合わせ先＞取扱代理店 宮城県歯科医師協同組合 保険課 TEL:022-716-7217 

引受保険会社 損害保険ジャパン株式会社 仙台支店法人第一支社 TEL:022-298-1352 

                             （承認番号：SJ24-12164  2024/12/17 ） 

https://www.sompo-japan.co.jp/

